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第８章 品位保持 

 

（品位の保持等） 

第８０条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、

たえず人格の向上を図り、司法書士としての品位を保持しなければならない。 

２ 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 

（非司法書士との提携禁止） 

第８１条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（以下この条

において「非司法書士」という。）に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務

を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。 
２ 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事

件のあっせんを行うことができない者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限

りでない。 

（違法行為の助長の禁止） 

第８２条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこ

れらの行為を利用してはならない。 

（利益享受等の禁止） 

第８３条 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、

若しくは約束してはならない。 

（依頼を受けることのできない業務） 

第８４条 司法書士会員の使用人である司法書士会員は、次に掲げる事件を受任することができ

ない。 
（１）使用者である司法書士会員が、相手方の依頼を受けて受任した事件に関する裁判書類作成

関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務 

（２）使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事

件に関する簡裁訴訟代理等関係業務 
（３）使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が

信頼関係に基づくものと認められる簡裁訴訟代理等関係業務 
２ 司法書士会員の使用人であった司法書士会員は、使用人として業務に従事していた期間内に、

使用する司法書士が受任し、自らが関与した前項各号の事件について、受任することができな

い。 
（係争目的物の譲受） 

第８５条 会員は、受任している事件について係争の目的物を譲り受けてはならない。 
（不当誘致行為の禁止） 

第８６条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。 

（広 告） 

第８７条 会員は、虚偽若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告をしてはならない。 

 




